
純損失の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書純損失の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書純損失の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書純損失の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書    
通知書の別表の「損失の繰戻し」の「還付金の額に相当する税額◯39」の金額は、この 

計算書によって計算してあります。 

 

氏  名               殿 

 
金 額 

 
金 額 

 

変 動 所 得 ◯1  

円 

変 動 所 得 ◯6  

円 

 
総

所

得

 

そ の 他 ◯2   

総

所

得

 

そ の 他 ◯7    

        所得 ◯3           所得 ◯8    

        所得 ◯4           所得 ◯9    

平
成 

 
 

年
分
の
純
損
失
の
金
額 

Ａ

 

純

損

失

の

金

額

 

        所得 ◯5   

 

Ｂ 

Ａ
の
う
ち
前
年
分
に
繰
り
戻
す
金
額 

        所得 ◯10   

総   所得 ◯11  総   所得 ◯23  

   所得 ◯12     所得 ◯24  

   所得 ◯13     所得 ◯25  

Ｃ 

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額    所得 ◯14  

Ｅ 

繰
戻
し
後
の
課
税
さ
れ
る
所
得
金
額    所得 ◯26  

千
円
未
満
の
端
数
は
切 

り
捨
て
て
あ
り
ま
す
。 

◯11 に 対 す る 税 額 ◯15  ◯23 に 対 す る 税 額 ◯27   

◯12 に 対 す る 税 額 ◯16  ◯24 に 対 す る 税 額 ◯28   

◯13 に 対 す る 税 額 ◯17  ◯25 に 対 す る 税 額 ◯29   

◯14 に 対 す る 税 額 ◯18  ◯26 に 対 す る 税 額 ◯30   

Ｄ
 

Ｃ

に

対

す

る

税

額

 計 ◯19  

Ｆ

 

Ｅ

に

対

す

る

税

額

 計 ◯31   

定 率 減 税 相 当 額 ◯20  定 率 減 税 相 当 額 ◯32   

◯19－◯20 
100円未満の端数は 

切り捨ててあります。 

◯21  

繰

戻

し

額

控

除

後

の

税

額

 

◯31－◯32 
100円未満の端数は 

切り捨ててあります。 

◯33  

純

損

失

の

金

額

の

繰

戻

し

に

よ

る

所

得

税

の

還

付

金

額

の

計

算 

前

年

分

の

税

額

 

源泉徴収税額を差し 

引 く 前 の 所 得 税 額 
分離課税の株式等の譲渡所 

得等に対する税額を除く。 

◯22  

純 損 失 の 金 額 の 繰 戻 し 

に よ る 還 付 金 額 

「◯21－◯33」と◯22のいず 

れか少ない方の金額 

◯34  

付
表
の
七 

（ ）枚のうち（ ）枚目

 

別紙７


